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要　旨

2016 年 8 月 30 日，岩手県に上陸した台風 10 号は，
北部沿岸地区および内陸岩泉地区を中心に甚大な被害
をもたらした．

透析医療に関しては，1 施設の維持透析不能とライ
フライン寸断によって計 36 名の透析困難患者が発生
した．災害による直接被害で 1 名の維持透析患者の死
亡が確認されたが，透析困難の 36 名は被災 4 日まで
に全員の転院が完了した．転院～維持透析継続に伴う
患者のトラブルは認めなかった．

今回は，転院患者の 94％（34 名）が，行政と岩手
腎不全研究会による災害対策本部を介した転院調整を
受けた．本部で移送手段・転院先ならびに転院後の入
院/通院の調整がなされたことで，現場スタッフは本
部との情報のやり取りのみで転院患者の到着を待てる
状況となった．これは現場スタッフの非日常的な転院
業務の軽減につながり，ひいては円滑な維持透析継続
につながっていくと考えられた．

はじめに

2016 年 8 月 30 日に岩手県に上陸した台風 10 号は，
北部沿岸地区および内陸岩泉地区を中心に甚大な被害
をもたらした．

透析に関しては，1 施設の維持透析不能とライフラ

イン寸断による通院困難のため計 36 名の透析困難患
者が発生した．今回はこれら通院困難患者の 94％

（34 名）が，岩手腎不全研究会と行政，企業が協力す
る維持透析の災害対策本部（以下「本部」）による転
院調整により転院した．本部で移送手段，転院先の選
定，転院後の透析環境維持（入院/通院）をマネジメ
ントすることで，現場医療スタッフは本部との情報の
やり取りのみで転院患者の到着を待てる状況となった．
これは現場スタッフの非日常的な転院業務の軽減につ
ながり，ひいては円滑な維持透析継続につながってい
くと考えられた．転院～維持透析継続に伴う患者のト
ラブルは認めなかった．

岩手県では東日本大震災を経て「岩手県災害時透析
マニュアル」を作成した．本稿では台風 10 号被害に
対する岩手県の対応を報告するとともに，東日本大震
災の教訓から作成された「岩手県災害時透析マニュア
ル」が活かされたのかどうかについても検討する．

1　岩手県全般の被害状況

2016 年 8 月 30 日に岩手県大船渡市付近に上陸した
台風 10 号は，岩手県沿岸北部ならびに岩泉地区を中
心に甚大な被害をもたらした．内閣府の発表によると，
岩手県の被害状況は，死者：20 名，行方不明者：3 名
の人的被害をもたらし，住居被害は全壊：472 戸，半
壊：2,281 戸，床上浸水：104 戸にのぼった．局所的
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なライフラインの寸断のため，停電戸数は最大 27,900

戸，断水は最大 1,1670 戸にのぼった．一時的な孤立
者は最大 1,093 名（久慈市，岩泉町），避難住民は最
大 2,138 名と報告されている．主要道の通行止めは最
大 31 区間に及び，現在も全面復旧には至っていない1）．

2　維持透析被害状況とその対応

2-1　施設被害状況

台風 10 号により致命的な施設損壊をこうむった透
析施設は今回認めなかった．宮古地域において，1 施
設に床上浸水を認めたが，透析能力は維持され維持透
析の中断には至っていない．岩泉地域では唯一の透析
施設が停電・断水のため維持透析継続不能となった．
同施設では約 2 週間後に透析が再開となっている．透
析関連資材の不足は発生していない．

2-2　透析患者状況

災害による直接被害で 1 名の維持透析患者の死亡が
確認された．一方，断水と停電による 1 施設（岩泉地
域）の維持透析不能と，インフラ寸断による通院困難
のため計 36 名の透析困難患者が発生した．内訳は岩
泉地域内での透析困難：29 名，岩泉地域から他地域
への通院困難：6 名（岩泉地域→宮古地域：5 名，岩
泉地域→盛岡地域：1 名），久慈地域内での通院困難：
1 名である（図 1）．いずれも血液透析患者であり，今

回，腹膜透析患者の維持困難例の報告は受けていない．

2-3　患者搬送と転院の状況

36 名の透析困難患者の内 35 名は他施設への転院に
より透析の維持が行われた．久慈地域の通院困難患者
1 名は，行政により，元々通院していた透析施設へ搬
送・入院となり透析が維持された．36 名中 94％ にあ
たる 34 名が本部において転院調整が行われた．医療
施設間の連絡による転院は 2 名のみであった．本部に
よる転院調整では 26 名がヘリによる搬送が行われた．
転院後の状況は入院が 29 名，通院による外来透析が
5 名で，入院や通院維持のマネジメントも本部が調整
した．1 次転院終了後患者や透析施設の状況により 8

名が 2 次転院となった（図 2, 3）．なお，今回の搬送・
転院において血液透析困難に伴う患者死亡や病態悪化
の報告は受けていない．

2-4　時系列に見た対応の経過

対応の経過を図 4 に示す．
台風上陸翌日（約 12 時間後）より本部による情報

収集が開始となった．また，岩手透析ネットのメーリ
ングリストを用いた情報発信を行った．2 日目には 36

名の維持透析困難患者が確認され，同日より “公助”

としての転院調整が開始となった．同時に日本透析医
会災害情報ネットワークに情報発信を行った．

図 1　透析困難患者の状況

：透析施設

図 2　転院先の地域別分布

：透析施設
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2 日後の時点で，全体の 63％ にあたる 23 人が転院
した．4 日後には 36 名全員の 1 次転院が完了した．
その間に複数回岩手透析ネットと日本透析医会災害情
報ネットワークへの情報発信を行い情報の共有に努め
た．インフラの復旧と岩泉地区の透析再開を受け，14

日目より帰院調整を開始．34 日目の 10 月 3 日に帰院
が完了した．

3　考　察

東日本大震災時，岩手県は災害時の透析ネットワー
クが構築されておらず，直後は情報が錯綜し大混乱の
様相を呈した．その後，岩手腎不全研究会，岩手県健

康国保課，透析関連企業が可及的に連携し対応したが，
情報収集開始は震災 3 日後で，具体的な “公助” 開始
は 4 日後からであった2）．このような震災の反省と現
場対応の教訓から，震災後，医療者・行政・企業が参
加したワーキンググループが発足した．このワーキン
ググループにより，メーリングリスト・電話/FAX・
アマチュア無線を用いた 3 重の連絡網が構築され，

「岩手県災害時透析マニュアル」が作成された．
「岩手県災害時透析マニュアル」は，①医療版，②

行政版，③企業版のほか，④透析患者へ向けた災害対
策の 4 部構成となっている．①医療版，②行政版，③
企業版においては，各グループの連携方法や役割分担

図 3　搬送と転院の状況

本部（岩手腎不全研究会，行政）による転院・搬送　（34名）

済生会岩泉病院
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入院：29 名
外来：  5 名

ヘリ搬送：26 名　
行政搬送：  1 名
自力移動：  7 名

図 4　時系列に見た対応の経過

岩手腎不全研究会/行政：情報収集開始 岩手透析ネット①
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を明確に位置付けた．④透析患者へ向けた災害対策に
おいては，“公助” としての岩手県災害時ネットワーク
の概要の説明と共に，患者自身ならびに通院施設と連
携した情報への積極的なアクセスの提言を中心とした，
いわゆる “自助” と “共助” についての内容を盛り込ん
でいる．本マニュアルは「岩手腎不全研究会ホームペ
ージ（http://i-uro.umin.jp/）」で公表している．内容
の詳細についてはこちらを参照頂きたい．

災害時の連絡網は複数必要であることから，岩手県
は，①メーリングリスト，②電話/FAX，③アマチュア
無線を用いた 3 重の連絡網を構築し，現在「岩手透析
ネット（http://www.ne.jp/asahi/7-area/shan/dialysis/

index.htm）」として運用している．
また，震災の教訓から，災害時に必ずしも救急患者

の範疇に入らない慢性透析患者対応の重要性が行政に
認識された．その結果，岩手県災害対策本部に救急医
療と別途に慢性透析維持の部署が設置され，この部署
を岩手腎不全研究会・岩手県県庁国保課・企業が対応
することが決定した．

今回の台風 10 号対応は，このような震災後の取り
組みが適切に機能するかどうかを検証する機会となっ
た．震災時の対応と大きく異なった点は，「本部」の
迅速な初期対応があげられる．本部は台風上陸約 12

時間後より情報収集と情報発信を開始．48 時間後に
は転院調整という具体的な “公助” を開始するに至っ
ている．一般的な公助の開始時期と遜色のない対応で
あったと考えている．本部は転院調整において，①情

報収集と発信，②搬送手段の確保，③転院先の選定，
ならびに転院後の入院または通院環境の維持を行った．
マニュアルの想定を超えた状況が発生しなかったため，
急性期におけるこれらの対応は混乱なくスムースに行
われた．

早期からの迅速な対応の結果，透析困難の 36 名は
被災 4 日までに全員の転院が完了した．搬送について
はインフラの寸断，交通規制のかかる状況の中で速や
かにヘリ搬送が実現するなど，行政が積極的に関与す
ることの大きなメリットを感じた．この期間における
患者や医療現場からの不安や不満は聞かれなかった．
患者も含めた情報のやりとり・共有がある程度機能し
たと考えている．また，医療現場では搬送や通院環境
維持など転院に伴う非日常的な業務の必要が生じず，
メーリングリストや本部との情報のやり取りによって
患者の到着を待つという状況も実現した．これらはマ
ニュアルが機能した結果であり，東日本大震災の教訓
が生かされた点と考えている．

一方，急性期以後の 2 次転院や帰院のマネジメント
において，本部と医療現場の認識の違いが今回浮き彫
りとなった．マニュアルは急性期の透析維持を目的と
しており，インフラ復旧や透析施設再開がなされた急
性期以後の対応は想定外であったことが原因と考えら
れた．また本部の早期からの迅速な対応の結果，医療
現場では「今回は本部が最後まで全部やってくれると
思った」との意見もいただいた．急性期以後の本部と
医療現場との役割分担については今後の検討課題と思

図 5　震災の教訓が活かされた点と課題

どこまで行政が関与するかが
今後の検討事項

【課 題】

●その他
　・透析患者さんへの啓蒙

●情報共有
　・日本透析医会災害情報ネットワーク
　　とのリンクが不十分

●2次転院や帰院のマネジメント
　・マニュアルに記載がない案件

【改善された点】

94％の透析患者さんが行政
の転院調整を受けた

●迅速な行政対応
　・情報の収集と発信
　・行政主導の転院調整
　　ヘリによる搬送
　　入院 or 通院維持のマネジメント

●情報共有
　・メーリングリストを介した
　　医療者，行政，企業の意思疎通は
　　ある程度機能した



台風 10 号被害に対する岩手県の維持透析対応 57

われる．この時期の患者からの問い合わせも本部に届
いており，情報の共有や患者への啓蒙はこれからも進
めていく必要がある（図 5）．

おわりに

台風 10 号被害における岩手県の慢性透析維持の対
応を報告し，東日本大震災の教訓が活かされたかを検
証した．今回の対応はマニュアルが機能し，教訓が活
かされた面が確認されたが，対応が不十分な点や新た
な課題も浮き彫りとなった．震災から 5 年経過し，震

災の経験が少しずつ風化しつつあることを感じていた
時期での台風被害であった．今後も継続的に課題の改
善に取り組んでいく必要性を再認識している．

文　　献

1） 内閣府：平成 28 年台風 10 号による被害状況について．
2016．

2） 日本透析医学会東日本大震災学術調査ワーキンググルー
プ：東日本大震災学術調査報告書―災害時透析医療展開への
提言―．2013．


	巻　頭　言
	法人設立30 周年を迎えるにあたり

	透析医療におけるCurrent Topics 2016（広島開催）
	バスキュラーアクセス穿刺トラブルにおけるエコーの有用性
	透析患者における血圧管理
	死因としての呼吸器感染症
	認知症の診断
	災害への備え
	透析患者の転倒とその予防

	医療制度・医療経済
	異状死体の警察届出
	フットケアと診療報酬改定（平成28 年度改定）について

	医療安全対策
	台風10 号被害に対する岩手県の維持透析対応
	北海道に上陸した連続台風の影響

	実態調査
	第20 回透析医療費実態調査報告
	高齢化社会における透析医療の諸問題

	臨床と研究
	新しい「人工腎臓」の開発の現状
	慢性腎臓病と新薬
	腎臓病と透析領域の新規薬剤
	CKD 患者における薬物相互作用
	PD/HD 併用療法
	HDF での置換液補充によるナトリウムバランスに関する一考察
	高齢透析患者の透析ライフを豊かにするための栄養介入の実際
	認知症時代の腎機能代替療法
	透析患者の家族看護とその支援体制

	公募研究助成
	腎不全腹膜透析ラットに対するピリドキサミン内服の腹膜機能保護作用の検討
	血液透析患者の首尾一貫感覚に関連する身体的，精神的，社会的要因の検討
	PAX2 遺伝子変異患者におけるiPS 細胞樹立と後腎ネフロン前駆細胞への分化に関する研究
	透析患者における新たな血管石灰化の機序としてのグリコサミノグリカン関連酵素であるEXTL2 に関する研究
	腹膜線維化に対するH3K9メチル化酵素（G9a）阻害薬の効果に関する研究

	各支部での特別講演 講演抄録
	災害時医療支援のあり方について
	超高齢社会における診療を再考する
	透析医療と医療経済
	CKD 検査教育入院と地域連携の意義

	お　知　ら　せ
	平成29 年度　透析療法従事職員研修のお知らせ

	透析医のひとりごと
	一老透析医のつぶやき　
	我国で持続的血液透析が始まった頃を思い起こして

	神田秘帖
	1. 中医協での意見陳述

	た　よ　り
	栃木県支部だより
	三重県支部だより
	大分県支部だより
	常任理事会だより

	学会案内
	日本透析医会雑誌投稿規定
	編集後記

